
「さっぽろ芸術文化の館」内のホール関係物品譲与 実施概要 

○ 目的 

  平成 30 年９月末に閉館した「さっぽろ芸術文化の館」のホール関係物品について、文化芸術

振興及び再利用促進のため、札幌市財産条例第８条第２項により、申請に基づき譲与を行います。 

○ 対象物品と譲与の相手方 

対象物品 ホール関係物品（音響・照明・舞台機材等） 

譲与の 

相手方 

①札幌市内に本拠を置く公共的団体（営利団体を除く）のうち、利用目的が文化

芸術振興に寄与すると市長が認める者 

②道内市町村

○ 手続きとスケジュール（予定） 

・現地確認申込書提出期限   令和元年８月 19日（月） 

 ・現地確認          20 日（火）14 時～16 時 

22 日（木）10 時～12時 

    ※ホール内を確認し、譲与を希望する物品を特定の上、シールを貼ります。 

 ・譲与申請書提出期限        ９月３日（火） 

※譲与申請書（様式２）の他、①の団体については「定款又は団体規約の写し」、「申請人が

代表者であることを確認できる書類の写し」、「文化芸術振興に寄与することが目的である

理由書」をご提出いただきます。 

 ・譲与決定通知書送付        ９月中旬以降 

 ・物品引渡し            10 月 10 日（木）10 時～12 時、13 時～15 時（予定） 

○ 物品写真 

  物品については、別添の写真を参考にしてください。 

○ 注意事項等 

〔全般について〕 

・物品は、公用・公共用または公益事業の用に供するものとします。 

・物品の譲与を受けるためには、必ず現地確認を行い、物品を特定してください。 

・現地確認・引渡し・運搬等に係る費用は、全て譲与を受ける方のご負担になります。 

・希望する物品が他の対象者と重複する場合は、①～②の優先順、さらに重複する場合は、抽選

で譲与先を決定します。 

・引渡し後、物品が不要となった場合は、関係法令の定めに 

従い適切に廃棄することとし、転売等は行わないこと。 

〔現地確認について〕 

・入口は北側通用口ですので、ご注意ください。 

・受付の際、希望する物品に貼るシールを配布します。 
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物品の例：スポットライト、ミキサー、マイク、マイクスタンド、スピーカー、平台、合唱台、

譜面台、パイプ椅子、幕、大太鼓等
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